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水
道
の
受
水
槽
（
タ
ン
ク
） 

　
　
　
　
設
置
者
へ
の
お
願
い 

水
洗
便
所
等
改
造
資
金
の
融
資 

あ
っ
せ
ん
お
よ
び
利
子
補
給
制
度 

下
水
道
の
休
止
・
再
開
・
廃
止
の 

届
け
は
下
水
道
課
へ 

４月13日 

４月27日 

投
票
日 

選挙についてのお問い合わせは､ 市選挙管理委員会（内線410 ・411)へどうぞ。 

岐阜県議会議員選挙

土 岐 市 長 選 挙  

　私たちの身近な代表を選ぶ統一地方選挙が近づ
いてきました。 
　明るい選挙を実現し、一人ひとりが一票の意義を
自覚して、棄権することのないようにしましょう。 

　
水
道
法
が
改
正
さ
れ
、
ビ
ル
な

ど
に
設
置
し
て
あ
る
受
水
槽
（
タ

ン
ク
）
に
水
を
た
め
、
そ
こ
か
ら

供
給
し
て
い
る
水
道
は
「
貯
水
槽

水
道
」
と
し
て
定
義
さ
れ
、
貯
水

槽
水
道
の
設
置
者
お
よ
び
市
の
責

任
が
明
確
に
な
り
ま
し
た
。 

①
設
置
者
の
責
務 

　
十
　
を
超
え
る
貯
水
槽
水
道
を

設
置
し
て
い
る
方
は
、
こ
れ
を
管

理
し
、
管
理
の
状
況
に
関
す
る
検

査
を
受
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
（
指
導
な
ど
の
担

当
は
、
従
来
通
り
東
濃
地
域
保
健

所
） 

　
ま
た
、
十
　
以
下
の
貯
水
槽
水

道
を
設
置
し
て
い
る
方
も
、
こ
れ

を
管
理
し
、
管
理
の
状
況
に
関
す

る
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
（
指
導
な
ど
の
担
当
は
市

水
道
課
） 

②
市
の
責
務 

　
必
要
に
応
じ
、
貯
水
槽
水
道
の

設
置
者
へ
指
導
・
助
言
・
勧
告
を

し
ま
す
。
ま
た
、
利
用
者
へ
施
設

の
管
理
状
況
な
ど
に
関
す
る
情
報

提
供
を
行
い
ま
す
。 

③
設
置
者
へ
の
通
知 

　
貯
水
槽
水
道
の
設
置
者
へ
は
、

四
月
初
旬
に
文
書
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
文
書
が
届
い
た
方
は
、
「
貯

水
槽
水
道
の
設
置
届
」
を
五
月
中

に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
ま
た
、
貯
水
槽
水
道
を
設
置
し

て
い
る
の
に
、
万
一
文
書
が
届
か

な
か
っ
た
方
は
、
水
道
課
ま
で
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 

　
　
　
　
　
　
◇ 

　
詳
し
く
は
、
水
道
課
施
設
係
（
内

線
１
２
５
）
へ
ど
う
ぞ
。 

　
市
で
は
、
水
洗
化
を
進
め
る
た

め
に
、
水
洗
便
所
な
ど
に
改
造
す

る
資
金
の
融
資
あ
っ
せ
ん
と
、
償

還
時
の
利
子
の
一
部
を
補
助
す
る

利
子
補
給
制
度
を
実
施
し
て
い
ま

す
。 

　
ご
希
望
の
方
は
、
下
水
道
課
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

　
◆
融
資
金
額
　
最
高
百
万
円 

　
◆
利
子
補
給
　
年
利
３
％
ま
で

の
利
子
を
市
が
補
助
し
ま
す
。 

　
◆
償
還
期
限
　
最
長
六
十
カ
月

　
◆
金
融
機
関
　
市
内
の
金
融
機

関
（
郵
便
局
は
除
く
） 

　
◆
融
資
あ
っ
せ
ん
条
件
　
▽
供

用
開
始
か
ら
三
年
以
内
で
、
受
益

者
負
担
金
・
市
税
な
ど
を
滞
納
し

て
い
な
い
こ
と
。
▽
市
内
在
住
で

別
世
帯
の
連
帯
保
証
人
が
一
人
あ

る
こ
と
。
（
※
新
築
の
場
合
は
こ

の
制
度
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

　
　
　
　
　 

　
長
い
間
留
守
に
す
る
な
ど
で
、

長
期
間
に
わ
た
っ
て
下
水
道
を
使

用
し
な
い
時
に
は
、
下
水
道
課
に

あ
る
「
公
共
下
水
道
休
止
届
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届
け
の
あ

っ
た
翌
月
か
ら
、
水
道
な
ど
の
使

用
量
が
〇
　
の
場
合
に
、
下
水
道

使
用
料
は
無
料
に
な
り
ま
す
。
再

び
下
水
道
を
使
用
す
る
時
は
、
「
公

共
下
水
道
再
開
届
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。 

　
ま
た
、
下
水
道
を
使
用
し
て
い

る
建
物
を
取
り
壊
し
た
り
、
水
道

メ
ー
タ
ー
を
取
り
外
す
な
ど
の
場

合
に
は
、
指
定
工
事
店
を
通
じ
て

排
水
設
備
の
閉
栓
を
し
、
「
公
共

下
水
道
廃
止
届
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。 

　
こ
の
制
度
は
、
届
け
出
制
で
す
。 

届
け
が
な
い
場
合
は
、
休
止
な
ど

の
扱
い
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
　
　
　
　
　
◇ 

　
詳
し
く
は
、
下
水
道
課
庶
務
係

（
内
線
１
１
４
）
へ
ど
う
ぞ
。 

m3

m3

m3

） 


